
別紙１－１ 

校内指導体制及び関係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

いじめ  認知 

 

 

 

別紙１－２ 

いじめ認知したときの組織対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

※被害者や情報源者の心情に十分に配慮し、事実確認をする。保護者の意向も配慮する。 

 ・いじめを発見した時は、ただちに加害生徒、被害生徒の双方から事実関係を聞き取り、聞き取った 

内容については周辺生徒からも状況を聞き取る。聞き取り、指導等は複数の教員であたる。 

 ・必要に応じて、アンケートを実施する。 

※双方の保護者に説明をする。 

※双方の保護者と関係職員を交えて、関係改善を行うとともに、傍観者への指導も行う。(傍観者から仲裁者へ) 

いじめ防止対策委員会(常設) 

 

１．構成員  校長、教頭、生徒指導担当、学年主任、養護教諭 

       教務主任、不登校担当、特別支援コーディネーター 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー 

 

２．任 務  学校いじめ防止基本方針の見直し、改善 

       年間指導計画の作成、実施改善 

       校内研修会の企画、運営、改善 

       早期発見のためのアンケートの実施 

       いじめ案件の対応についての調査、整理、分析 

学校評議員会 

民生委員・児童委員 

主任児童委員 

<校内組織> 

・生徒指導部 

・道徳人権部 

・特別活動部 

・学習指導部 

<校内部活動> 

運動部・文化部 

いじめ対応チーム（特設） 

い じ め 認 知 生徒指導部・学年部 校長・教頭 

 

いじめ認知報告 

↓ 

調査方針・調査方法の決定 

↓ 

調査班：徹底した事実確認 

↓ 

指導方針の決定・指導体制の編成 

↓ 

対応班：加害，被害者への指導と

支援 

いじめ対応チーム（特設） 
職員会議 

<関係機関> 

・姫路警察署 

・姫路少年サポートセンター 

・姫路こども家庭センター 

・姫路市こども家庭総合支援室 

学校問題サポートチーム 

市教育委員会 

小学校 

スクールカウンセラー 

スクールソーシャルワーカー 

不登校担当 

保護者会 

ＰＴＡ理事会 

解   決 

継続指導・経過観察 

い じ め 防 止 対 策 委 員 会 

再発防止・未然防止活動 

重
大
事
案 

学校評議員会 

少年補導委員 


